
介 護 報 酬 の 算 定‘構 造（案）  

［二  
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス  

＝‥平成21年度見直し案箇所   

Ⅰ指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造  

1夜間対応型訪問介護費  

2 認知症対応型通所介護責  

3 小規模多機能型居宅介護費  

4 認知症対応型共同生活介護費  

5 地域密着型特定施設入居者生活介護費  

6 地域密着型介護老人福祉施設サービス  

Ⅱ 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造  

1介護予防認知症対応型通所介護費  

2 介護予防小規模多機能型居宅介護費  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護費   



Ⅰ指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造   

1夜間対応型訪問介護費  

24時間通報対 応加算  3級訪問介護  

員により行われ  
る場合（※）  

基本部分  

1月につき rr 610単位   

×70／100  

※平成21年3月31日時点で、3級訪問介護員が指定夜間対応型訪問介護事業所に雇用されている場合であっ  
て、当該者が指定夜間対応型訪問介護を行う場合は、平成22年3月31日までの間、所定単位数の100分の70  
に相当する単位数を算定する。  

［脚注］   

1．単位数算定記号の説明  
＋00単位  ＝〉  
－00単位  ＝〉  
×00／100 ＝〉  
＋00／100 ＝〉  

所定単位数 ＋ 00単位  
所定単位数 － 00単イ立  
所定単位数 × 00／100  
所定単位数 ＋ 所定単位数×00／100  
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2 認知症対応型適所介護費  

基本部分      注    2時帯 時間〕 認知石 型通戸 行う堰          看言隻・介護職 艮の員数が 基準に満たな い場合   

要介護1  （ 526 甲l立）  

（一）  

（ 578単位）  

3時間以上  （ 630単位）  

4時間未満  （ 682単位）  

×7（  

要介   （ 735単位）  

要介   （ 715単位）  

（1）認知症  
（ 789単位）  

対応型適所  （ 864単位）  

介護費（り  （ 938単位）  

要介   （1013単位）  

要介   （ 967単位）  

（1071単位）  
（三）  

6時間以上  （1．175単位）  

8時間未満  （1280単位）  

イ認知症  
対応型通  要介   （1．384単位）  

所介護費  要介   （ 477単位）  
（Ⅰ）  

（－）  

（ 523単位）  

3時間以上  （ 570単位）  

（ 617単位）  

要介．．隻5  （ 663単位）  

要介護1  （ 645単位）  

（2）認知症  要介】隻2  （ 711単位）  

対応型適所  ×70／100  ×70／′100  

介護費（ij）  （ 844単伍）  

×7  

要   （ 911単何）  

要  隻1  （ 869単位）  

（三）  
彗2  （ 962単位）  

6時間以上  （1055単位）  

B時間未満  （し148判立）  

要介護5  

4時間未満                          要介護4                 （二） 4時間以上 6時間未満            〉く                （ 778 単位）                                               要介護3        要介護4            （1241中位）    （1）3時間以上 4時間未満   要  （ 235 肇位）       （ 243単位）       〔 252 蝉杭）       （ 260単位）       （ 269 軍位）   

入浴介助を  
行った場合  

6時間以上8時  
間未満の認知症  
対応型適所介護  
の前後に日常生  
活上の世話を行  
う場合  

＋150単位  
1回につき  （月2回を  限度）   

要介  
要介  

（1）3時間以上  
4時間未満  要介  

要介  
要介  
要介  

口乙君餌症  要弟  
対応型通  〔2）4時間以上    要余  
所介護費  6時間未満  

‡∵‡  要弟  
要の  
要弟  
せ十  

（3）6時間以上    要で  
矧持間未満  

要イ  
要イ  

護1  （ 335単位）  

護2  （ 34巳学位）  

護3  （ 360 別音）  

p隻4  r 372単位）  

護5  （ 384 甲佐）  

護1  （ 469単位）  

・謹2  （ 4B6単位）  

、護3  （ 503 剰、1）  

＼謹4  （ 520尊位）  

＼護5  （ 537 単位）  
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3 小規模多機能型居宅介護費  

＋        ＋ ＋ ＋  ＋   ＋   ＋  ∴   

二丁‾‾一昔三≡  

過少サービス に対する減算  

釘亨葉蘭蔭蒔青海元首川一師：事業開始時支援加算（け                     （1月につき500単位を加算）  

糎薄覇師鱒鱒郡町て＝「二丁－一  
（1月につき’300単位を加算）、 ＿＿＿＿－＿－＿＿＿▼＿＿＿＿＿二＿＿－－－一一…－ユーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー…－－－－一－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－I  

‾‾‾‾…‾‾‾‾‾一－‾‾‾‾■‾‖‾‾‾叫‾ 
7 ＝ 事業所間始時支援加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目  

4認知症対応型共同生活介護費  

基本部分  

症利用者受  
若年性認知  入加算  

認知症行動・  
心理症状緊急  
対応加算  

「「  「「  
（  831単位）   

1日につき  ＋80単位 （死亡己以前  

30日を限度）   

848単位）  

介護費（1日こつき）    3  
4  

要介  5   

要介  
2  

ロ 短期利用共同生活介護  
賛（1日につき）  

4  

要介  5  
コ          3  

（   882単位）  
・1日につき  

＋120単位  
1日につき  

＋25単位  
（   900単位）  

×97／100  
（   861単位）  

（  878単位）  

（   895単位）  

（  912単位）  

（  930単位）  
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5 地域密着型特定施設入居者生活介護費  

≡≡  
看護・介護職員の  
員数が基準に満  

たない場合  
基本部分  

F恒   ×70／100  

口 夜間看護体制加算  
（1日につき10単位を加算）  
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6 地域密着型介護福祉施設サービス  
注   

■丘体■加嘉 山  ■■陣●加膚 （l）   

＋12■位  ＋23■位   

＋ヰ蝿拉  ＋8■也   
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Ⅰ指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数の算定構造  

1介護予防認知症対応型通所介護費  

注   

琶  ニーモーⅠ三も二・j■二三   

t  

Xフロノ／100     ×70／ノ′100   

入浴介助を 行った場合  
6時間以上8時間未  
満の介護予防認知  
症対応型適所介護 の前後に自常生活  

上の世話を行う場合   

2時間以上3時  

間未満の介護  
予防認知症対  
応型適所介護  
を行う場合  

嬰5  

3時間以上  
4時間未満   要ラ  

（1）介護予   要：  

防認知症対応  4時間以上  

要：  

（i）（旧単独  

製）   

（三）  

要：  

6時間以上  

8晴間未満  要：  

イ介護予防認知  
症対応型適所介護  
費（＝  （【）  誓：  

3時間以上  
菅  

（2）介喜雪子  贋  
防認知症対応  4時間以上  

ご要  
（lり（旧併設  
型）   

（三）  

詮  

6時間以上  
已時間未満  

（1）3時間以上   撃  

要   4時間未満  

〔2）4時間以上   要  
ロ介言隻予防認知  聾   6時間未満  
症対応型適所介護  
費（［）  

要  

（3）6時間以上    要   8時間未満   

8時間以上  

9時間未満の場合  
十50単位   
9時間以上  

10時間未満の場合   
＋100単位   

支援1（ 835単位）  

支援2（ 934単位）  

1月につき  
＋150単位   

1月につき  
十150単位  

1日につき  
ト50単位  

8晴間以上  
9晴間未満の場合  

十50単位   
9晴間以上  

川時間未満の場合   
ト100学位   

支援1（ 751単位）  

要                                         支援2（ 839単位）  

支援1（ 21日単位）  

支援2 r 230申1売）  

支援1（ 311単イ壬）  

支援2（ 329剰立）  

8時間以上  
9時間未満の場合  

十50単位   
9け与間以上  

10時間未満の場合   
十100卑怯  

支援l（ 435利、ン）  

支撰2（ 460単位）  

（1）サービス提供体制強化加算（り  

ハサービス提供  （1日引＝つき12単位を加算）  

体制強化加算        （2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  
（1回につき 6単位を加算）  
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2 介護予防小規模多機能型居宅介護費  

ミ＿；∴† ∵∴‘‥                                                                                       ⊥   ⊥．＿＿  
過少サービスに  
対する減算  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護費  

×70／100     ×70／100   注  1日につき  

＋120単位   
1日につき  

＋25単位  
1日につき   

＋200単位  
（7日間を限度）  

（1日につき 30単位を加算）  

二 二還居持相談課劫加算  
（400単位を加算（利用者1人につき1回を限度）  
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